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視点

　法人税はわが国税収の2割強を占め、諸外国でも主要な税目ですが、これまで課税の
公平性に対する疑問など様々な問題点が国内外で指摘されてきました。例えば、多国籍
企業が低税率国・地域に所得などを移すことで税負担を回避する行為（タックス・ヘイ
ブン問題）や、インターネットで販売などを行う国外の企業に対して、その市場となる
国（市場国）が課税出来ない問題です。近年では、企業誘致などを狙って各国が実施
してきた法人税率の引き下げが、さほど経済活性化につながらなかったとの見方も出て
います。こうしたなか、2021年10月にOECD加盟国やG20諸国を含む130カ国を超える国・
地域が、多国籍企業への法人税に関する新たな国際ルールづくりで合意しました。
　第1は、法人税への最低税率の導入です（グローバル・ミニマム課税）。年間総収入
が7.5億ユーロ（約1,013億円、135円／ユーロで計算、以下同じ）を超える多国籍企
業に対して15％の最低税率が課されることとなります。これにより、長年にわたる国
家間の法人税率引き下げ競争に歯止めがかかるとともに、世界全体で年間約1,500億
ドル（約19兆円、127円／ドルで計算、以下同じ）の追加税収が期待されています。
　第2は、多国籍企業の利益の一部を市場国に配分する仕組みの導入です（デジタル
課税）。法人税に関する国際ルールでは、国外の企業への課税には、支店や工場等の「恒
久的施設」が国内に所在することが前提ですが、合意では、売上高200億ユーロ（2.7
兆円）超で利益率が10％超の多国籍企業を対象に、市場国に「恒久的施設」がなくて
も一定額以上の売上高があれば、市場国に利益の一部が配分され、課税出来ることに
なります。これは、1928年に国際連盟で定められたルールの約100年ぶりの見直しに
なります。この結果、市場国には世界全体で年間1,250億ドル（約16兆円）超の利益
に対する新たな課税権の発生が見込まれています。
　今回の合意の狙いは、経済のグローバル化やデジタル化を背景に、多国籍企業が本
来負担すべき税負担を様々な方法によって回避している問題の是正であり、税収の確
保だけでなく、①低税率国・地域の税制を利用出来る多国籍企業と出来ない企業や、
②「恒久的施設」を置く企業と置かない企業の税負担の差を縮小することに意義があ
ります。この問題は、「税源侵食と利益移転」（Base Erosion and Profit Shifting：
BEPS）問題と呼ばれ、長らくOECDを中心に対応策の議論が重ねられてきました。
しかし、アイルランドなどの低税率国や巨大インターネット企業が多く所在する米国
などと利害が対立し、合意に至るまでに長い年月を要しました。このたび合意に至っ
た背景として、コロナ禍を受けて財政状況が大幅に悪化した各国が財源の確保に迫ら
れているという事情があります。
　もっとも、今後、各国での導入がスムーズに進むかは予断を許しません。実際、各
国内での利害調整や法整備の遅れ、導入を巡るEU加盟国間での足並みの乱れなどが
指摘されており、2023年を目標としている導入時期がずれ込むとの見方も出ています。
　わが国でも、この機を逃さず導入に向けた法整備や国際社会への働きかけに注力す
るとともに、企業の税負担に一段の公平を期すことで、経済活性化につなげていくこ
とが求められます。 （蜂屋）

公平な法人税負担に向けた国際協調の動き
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経済トピックス
マクロ経済情報

　米国では、FRB（連邦準備理事会）が
金融政策の正常化を進めるなかで、金利
動向に左右されやすい住宅市場の先行き
不透明感が強まっています。住宅購入は
自動車や家具などの買い替えを誘発する
ことから、個人消費にも大きな影響を及
ぼします。さらに米国では、2000年代
後半の住宅バブル崩壊が著しい景気悪化
を招いたため、住宅市場の動向に注目が
集まっています。そこで以下では、米国
住宅市場の最近の動きを整理したうえ
で、先行きを展望しました。

金利上昇で住宅販売は減少

　新型コロナの感染が拡大した2020年
春に、住宅販売や着工は大きく落ち込み
ました。その後、FRBの大規模な金融緩
和により住宅ローン金利が大幅に低下し
たほか、コロナ禍で在宅勤務が普及する
など生活様式の変化を受けた住み替え需
要が増加したことから、住宅着工は急回
復しました。ところが、2021年に入ると、
世界的に木材価格や輸送費が高騰し、建
築コストが大幅に上昇したため、着工は
抑制されました。この結果、住宅在庫の
不足や住宅価格の高騰に拍車がかかり、
販売は減少しました。
　住宅販売は、雇用・所得環境の改善が
続くなかで、2021年半ばから持ち直し
ましたが、今春から、再び減少に転じて
います。この要因として、FRBの利上げ
を受けた住宅ローン金利の上昇が挙げら
れます。全米不動産業者協会（NAR）
によると、本年3月時点で、平均的な所
得の家計が新たに住宅を購入しようとす
る場合、元本と利払いを含めた月々の住
宅ローン返済額は所得対比で2割を超

え、2007年以来の高水準となっていま
す（図表1）。当面、こうした家計の元利
返済負担の増加が住宅販売を抑制する見
通しです。

住宅ローンの延滞急増は回避

　もっとも、これによってローン返済に
窮する家計は限られる見込みであり、
2000年代後半のようにローン債務の問
題が深刻な景気後退につながる可能性は
低いと考えられます。今回の局面では、
住宅ローンを借り入れている家計の大部
分は、信用力が高いと区分される階層に
属しているためです。ニューヨーク連銀
によると、信用力が最も高い階層が住宅
ローン組成額全体に占める割合は、今年
1 ～ 3月期において68％に達しています。
住宅バブルが発生した2007年は、その
割合が27％の低水準であったことを踏

金利上昇でも底堅い米国住宅市場

図表 1　 米国の住宅販売件数と家計の元利
返済負担

（資料） U.S. Census Bureau、NARを基に日本総合研究所
作成

（注） 元利返済額は、中央値に位置する所得の家計が、新た
に住宅を購入しようとする場合の元本と利払いを含め
た月々の住宅ローン返済額。季節調整は日本総合研究
所が実施。
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まえると、今回の局面で住宅ローン債務
が金融面に深刻な問題を引き起こす可能
性は低いといえます。2007年時は、価
格の高い住宅の購入が信用力の低い階層
にも広がり、景気後退でそうした家計の
債務返済が広範に滞りました。その結果、
金融機関の経営が急激に悪化し、それに
伴う信用収縮が景気悪化を増幅させまし
た。住宅バブル崩壊後、その教訓を基に
金融機関の貸し出し審査が厳格化されて
いることなどから、今回は同様の事態は
生じにくいと考えられます。

住宅着工は底堅い推移へ

　金利上昇で住宅販売が減少する一方、
住宅着工は底堅さを維持すると予想され
ます。その理由として、以下の2点が指
摘出来ます。
　第1に、住宅在庫が依然として不足し
ていることです。新築と中古を合計した
在庫率（在庫戸数／販売戸数）をみると、
コロナ禍前は4カ月分程度で推移してい
たものの、本年4月には3カ月分未満と歴
史的な低水準となっています。住宅販売
がある程度減少しても、在庫の復元を目
的とした住宅建設は続くとみられます。
　第2に、人口動態の面からみた潜在需
要が大きいことです。住宅需要は、基本
的に世帯数の変化に連動する傾向があり
ます。実際に両者の関係をみると、1980
年代後半から90年代前半にかけて、住宅
着工件数はおおむね世帯数の増減に見合
った水準で推移していました（図表2）。
住宅バブルが発生した2000年代半ばに
かけては、住宅着工件数が世帯数の増加
を大きく上回りましたが、住宅バブル崩
壊後は、再び連動性が回復しています。

足元の170万戸程度の住宅着工件数は、
過去5年平均でみた世帯数の増加ペース
と大差なく、著しい過剰感はない状況と
考えられます。
　近年、世帯数が増加した背景として、
米国で大きな人口割合を占めるミレニア
ル世代（2000年以降に成人・社会人に
なった世代）が世帯を形成する年齢層に
入っていることが指摘出来ます。そのた
め、世帯数は中期的に高水準で推移し、
住宅着工を下支えすると予想されます。
　ただし、資材や労働力の不足が長引け
ば、住宅供給が伸び悩む可能性もありま
す。コロナ禍では、住宅着工の許可が下
りたにもかかわらず、未着工となってい
る物件数が大きく増加しています。
　以上を踏まえると、今後の住宅市場を
みるうえでは、住宅ローン金利の動きだ
けでなく、中期的な住宅需要のトレンド
や供給制約についても注意深くみていく
必要があるでしょう。 （井上（肇））

図表2　 米国の住宅着工件数と世帯数

（資料） U.S. Census Bureauを基に日本総合研究所作成
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　2022年4月より、改正育児・介護休業
法が施行されました。今回の改正では、
産後パパ育休の創設など、男性が育休を
取得しやすくなるような制度変更が行わ
れました。そこで以下では、わが国の男
性育休の現状を整理したうえで、取得率
向上に向けて求められる施策を検討しま
す。

男性の育児休業の意義

　日本では、家事・育児などの負担が著
しく女性に偏っているため、他の先進国
に比べて、女性にとってキャリアの継続
と家族形成の両立が容易でないことが長
らく問題とされてきました。こうした状
況は、女性の積極的な労働参加や十分な
能力発揮を抑制しているほか、出生率の
低下にもつながっており、わが国経済の
低迷の大きな要因と考えられます。
　女性への家事・育児負担の偏りを解消
するためには、男性の家事・育児が習慣
化される必要がありますが、そのための
定時帰宅の励行や有給休暇の活用は、あ
まり進んできませんでした。そこで、目
的が明確化された育児休業制度を普及さ
せ、それを多くの男性が利用することで、
質・量ともにより多くの家事・育児を担
うことが期待されます。さらに、一度に
まとまった休みを取得することは、それ
までの仕事のやり方を見直し、新たな仕
事と生活のバランスを作ることにつなが
るため、育休取得は重要な働き方改革に
なり得ます。

男性の育児休業取得の現状

　男性育休の現状をみると、2020年の
取得率は12.7％でした（図表1）。2015年
には2％台であったことを踏まえると、
大幅な改善にみえますが、2020年の女
性の育休取得率は81.6％であり、男女差
は依然として大きいのが実状です。
　一方、子どもを持つ男性の間で、育休
を取得したいと考えている人は増えてお
り、2019年には正社員男性の3割が育休
取得を希望しています。このうち1割は
実際に育休を取得しましたが、6％が会
社に制度がないことを理由に取得出来な
かったほか、12％は会社に制度はあるも
のの何らかの理由により取得がかなって
いません。

企業経営層の理解が不可欠

　「男性が育休を取得しなかった理由」
を尋ねたアンケート調査をみると、男性
が実際に育休を取得するためには、①本

男性の育休取得を阻む要因とその解決策

社会トピックス

図表 1　 育児休業取得率

（資料）厚生労働省「令和2年度雇用均等基本調査」
（注）民間企業。分母は本人または配偶者が出産した従業員。
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人（家族）に取得の意思があること、②
制度が整っていること、③企業に育休を
取得しやすい雰囲気や上司の理解がある
ことの三つの要件が整う必要があります

（図表2）。
　一つ目の本人の意志については、3割
の人が育休取得を希望しているため、現
在の取得率1割から上昇する余地は十分
にあります。
　二つ目の制度については、従業員が「自
分の企業には制度がないから育休を取得
出来ない」と誤解している点が問題です。
本来育休取得は法律に定められた従業員
の権利であり、企業に制度が整っていな
くても、従業員が要望すれば取得が可能
です。しかし、実際には社内で制度が明
文化されていないため、育休取得を断念

するという事態が生じています。2022
年4月以降、企業が従業員に育児休業制
度を周知することが義務化されたため、
これが正しく運用されれば、今後は誤解
に基づく希望者の未取得は減ると考えら
れます。
　三つ目の企業の雰囲気や上司の理解に
ついては、個別の企業や職場ごとに状況
が異なり、取得率向上の最も大きなネッ
クになっていると考えられます。2021
年のアンケート調査によると、企業の経
営層の4分の1が男性育休に反対してお
り、前記2項目が満たされていても男性
が育休を取得しにくい企業が一定程度存
在するのは確実とみられます。
　以上を踏まえると、男性の育休取得率
向上のためには、次のような取り組みが
重要といえます。
　まず企業は、義務化された「育児休業
制度の周知と育休取得意向の確認」をす
べての従業員に対してしっかりと行うこ
と、その実行に際しては社内で育児休業
を制度として明文化すること、そして何
よりも経営層や管理職が男性育休の重要
性について理解し意識改革を進めること
が期待されます。
　一方、政府には、制度面から育休取得
者のいる企業を支援していくと同時に、
企業経営層の男性育休に対する説明や不
安を取り除く環境整備が求められます。
そのために、先進事例を中心に男性育休
の実態調査を広く深く行い、業績や従業
員の満足度との関係を明らかにしていく
ことなどが望まれます。 （井上（恵））

社会トピックス MONTHLY 
REVIEW

図表2　 育児休業制度を利用しなかった理
由と育児休業取得の3要件

（資料） 「男性の育児休業取得の3要件」は日本総合研究所作
成、「育児休業制度を利用しなかった理由」は株式会
社日本能率協会総合研究所（厚生労働省委託事業）
［2021］＜労働者調査＞（図表Ⅲ－104）を基に日
本総合研究所が作成し、育休を取得しなかった男性
正社員の回答割合20％以上の項目を抽出。

男性の育児休業 
取得の3要件

育児休業制度を利用しな 
かった理由（複数回答可） ％

1
本人（家族）に取
得したいという意
思がある

収入を減らしたくなかった
から 41.4

自分にしか出来ない仕事や
担当している仕事があった
から

21.7

残業が多い等、業務が繁忙
であったから 20.8

2 制度が整っている 会社で育児休業制度が整備
されていなかったから 21.3

3
企業に育休を取得
しやすい雰囲気や
上司の理解がある

職場が育児休業制度を取得
しづらい雰囲気だったか
ら、または会社や上司、職
場の育児休業取得への理解
がなかったから

27.3
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　中国政府はゼロコロナ政策を掲げるも
とで、上海市のロックダウン（都市封鎖）
をはじめ、春先から活動規制を厳格化し
ました。これにより、中国の景気は急速
に悪化し、先行き不透明感が強まってい
ます。政府は3月の全国人民代表大会（国
会に相当）で2022年の成長率目標を＋
5.5％前後と高めに設定しており、先行
きゼロコロナ政策を継続しても、様々な
対策を講じることでこの目標は達成可能
であるとの姿勢です。以下では、最近の
中国の景気と政府の経済政策を整理した
うえで、先行きについて展望しました。

春にかけて景気が大幅に悪化

　需要項目ごとにみると、個人消費が顕
著に落ち込んでいます。4月の小売売上
高は、前年同月比▲11.1％と、2020年 
3月（同▲15.8％）以来の大幅な減少を
記録しました（図表1）。主要品目の売上
額は、値上げが進む食料品や石油製品を
除いて軒並み前年同月を下回っており、
なかでもレストランや宝飾品は前年同月
比で2割以上減少しました。物流が停滞
していることに加え、外出制限によりサ
ービス消費の機会が奪われたことが急激
な落ち込みの主因です。
　外出制限の影響により、生産活動も停
滞しています。4月の工業生産は前年同
月比▲2.9％と3月の同＋5.0％から急速
に悪化しました。4月の輸出は前年同月
比＋3.9％とプラスを維持しましたが、
2020年7月以降で最も低い伸びにとどま
りました。米国（同＋9.4％）、ASEAN 

（同＋7.6％）、EU（同＋7.9％）向けでプ
ラスとなったものの、物流の停滞などが
足かせとなり、日本（同▲9.4％）、ロシア

（同▲25.9％）向けが大きく減少しまし
た。
　設備投資についても活動規制が重しと
なっています。1 ～ 4月期の固定資産投
資は前年同期比＋6.8％と、1 ～ 3月期の
同＋9.3％から鈍化しました。景気回復
の原動力として期待されるインフラ投資
も1 ～ 4月期は同＋6.5％と、1 ～ 3月期
の＋8.5％に比べて伸び率が低下してい
ます。

インフラ整備等で景気浮揚を図る方針

　こうした急速な景気悪化を受けて、 
中国政府は今後、景気対策に力を入れる
方針です。4月29日の共産党中央政治局
会議では当面の経済運営方針を決定し、

ゼロコロナ政策がかく乱要因となる中国経済

アジアトピックス

（資料）国家統計局、CEIC
（注）1． 小売売上高は前年同月比（各年1月、2月は1～ 2月

の前年同期比）。
　　2．固定資産投資は年初来累計比。

▲30

▲20

▲10
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30

40

2019 20 21 22

（％）

（年/月）

小売売上高 固定資産投資

図表 1　消費・投資関連指標
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景気刺激策を優先する姿勢を明確に示し
ました。
　財政政策では、「インフラ整備の全面
強化」を掲げ、従来よりも整備の対象を
拡大する方針を示しています。これまで
は、地方財政の悪化を警戒し、5G基地
局をはじめとする「新型インフラ」の整
備に重点対象を絞っていましたが、今後
は水利施設や空港といった「従来型イン
フラ」の整備も積極的に進められると予
想されます。また、公共事業や特別地方
債の新規発行の前倒しとともに、今年の
重要経済政策の一つとしていた減税・税
還付を早期に行う方針も打ち出していま
す。
　金融政策では、各種の政策手段を動員
して景気を支援する方針を示しました。
その一環として、居住用住宅を初めて購
入する世帯向けに、住宅ローンの下限金
利を下回る融資を認めました。また、5年
物の最優遇貸出金利を0.15％ポイント引
き下げ、企業の資金調達コストの軽減も
図ろうとしています（図表2）。
　さらに、産業政策の面では、プラット
フォーマーと呼ばれる巨大インターネッ
ト企業に対して、近年の規制強化の動き
を一段落させ、業界全体の発展を支援す
る措置を講じると発表しました。

ゼロコロナ政策の堅持が今後もリスク

　このように、中国政府はインフラ整備
を中心に景気対策を拡充することで、景
気の回復を図る構えです。一方、感染対
策面でも、上海市が5月から段階的に活

動規制を緩和し、6月から正常化を目指
すとの方針を発表しており、今後は、各
地の活動規制が徐々に解除されることが
期待されます。これが実現すれば、景気
刺激策の効果も相まって景気は比較的順
調な回復傾向をたどると見込まれます。
　仮に、中国政府が諸外国と同様に、ウ
ィズコロナ路線に転換するのであれば、
中国景気の回復は一段と明確になると考
えられます。しかし、政府内でそうした
論調は一切みられず、ゼロコロナ政策が
今後も堅持される可能性が高いことには
注意が必要です。中国には2020年の新
型コロナ発生当初に、厳しい移動制限等
を講じて世界でいち早く景気回復に成功
した実績が自信になっているとみられま
す。そのため、今後も新たな変異種の流
行などがあれば、極端に厳しい規制がと
られ、経済が再び混乱するリスクが排除
出来ないことには十分注意する必要があ
りましょう。 （佐野）

アジアトピックス MONTHLY 
REVIEW

（資料）中国人民銀行、CEIC
（注）2022年5月は、20日の引き下げ発表後の金利水準。

図表2　最優遇貸出金利
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●日　本● （％）
2021年度 2021年 2022年 2022年

10～ 12 1～ 3 2月 3月 4月 5月
鉱工業生産指数

（5.8）
〈0.2〉
（0.9）

〈0.8〉
（▲0.6）

〈2.0〉
（0.5）

〈0.3〉
（▲1.7）

〈▲1.3〉
（▲4.8）

鉱工業出荷指数
（4.6）

〈0.2〉
（0.0）

〈0.5〉
（▲1.8）

〈0.0〉
（▲1.5）

〈0.6〉
（▲2.4）

〈0.0〉
（▲4.3）

鉱工業在庫指数（末）
（6.8）

〈2.0〉
（4.9）

〈1.0〉
（6.8）

〈2.1〉
（7.1）

〈▲0.4〉
（6.8）

〈▲2.5〉
（3.9）

生産者製品在庫率指数
（▲7.0）

〈1.2〉
（2.2）

〈2.2〉
（7.5）

〈2.0〉
（7.5）

〈0.6〉
（10.5）

〈▲3.2〉
（8.0）

稼働率指数
　（2015年＝100）

93.5 94.7 93.2 94.2 92.7 92.7

第3次産業活動指数
（2.3）

〈1.5〉
（0.8）

〈▲0.9〉
（0.4）

〈▲1.9〉
（0.0）

〈1.7〉
（▲0.5）

〈0.7〉
（0.3）

機械受注
（船舶・電力を除く民需） （9.3）

〈5.1〉
（6.4）

〈▲3.6〉
（6.1）

〈▲9.8〉
（4.3）

〈7.1〉
（7.6）

〈10.8〉
（19.0）

建設工事受注（民間）
公共工事請負金額

（8.2）
（▲8.6）

（16.4）
（▲15.0）

（▲4.9）
（▲8.5）

（15.6）
（▲9.1）

（▲19.3）
（▲4.3）

（33.4）
（▲4.0）

新設住宅着工戸数
（年率、万戸）

86.6
（6.6）

85.5
（6.1）

87.3
（4.9）

87.2
（6.3）

92.7
（6.0）

88.3
（2.2）

百貨店売上高　　　　全国
　　　　　　　　　　東京
チェーンストア売上高

（10.2）
（14.5）
（3.1）

（6.9）
（9.0）
（2.6）

（6.4）
（13.2）
（3.9）

（▲0.7）
（5.1）
（6.1）

（4.6）
（11.3）
（1.9）

（19.0）
（27.0）
（2.1）

完全失業率
有効求人倍率

2.8
1.16

2.7
1.17

2.7
1.21

2.7
1.21

2.6
1.22

2.5
1.23

現金給与総額 　（5人以上）
所定外労働時間　　　（〃）
常用雇用　　　　　　（〃）

（0.7）
（8.2）
（1.1）

（0.0）
（4.1）
（1.1）

（1.5）
（4.3）
（0.6）

（1.2）
（5.1）
（0.5）

（2.0）
（3.8）
（0.5）

（1.7）
（5.7）
（0.5）

M2　　　（平残）
広義流動性（平残）

（5.0）
（5.2）

（4.0）
（4.8）

（3.5）
（4.3）

（3.6）
（4.1）

（3.5）
（4.3）

（3.4）
（4.1）

（3.2）
（3.6）

経常収支　　　　　（兆円）
　　　前年差

12.64
▲3.62

1.75
▲3.04

3.00
▲2.84

1.65
▲1.22

2.55
0.07

0.50
▲0.63

貿易収支　　　（兆円）
　前年差

▲1.65
▲5.43

▲0.59
▲3.09

▲1.95
▲3.32

▲0.18
▲0.70

▲0.17
▲1.16

▲0.69
▲0.97

消費者物価指数
（除く生鮮食品） （0.1） （0.4） （0.6） （0.6） （0.8） （2.1）

（％）
2021年度 2020年 2021年 2022年

10～ 12 1～ 3 4～ 6 7～ 9 10～ 12 1～ 3
業況判断DI 大企業・製造

非製造
中小企業・製造

非製造

▲10
▲5
▲27
▲12

5
▲1
▲13
▲11

14
1
▲7
▲9

18
2
▲3
▲10

17
10
▲1
▲3

14
9
▲4
▲6

売上高　（法人企業統計）
経常利益

（▲4.5）
（▲0.7）

（▲3.0）
（26.0）

（10.4）
（93.9）

（4.6）
（35.1）

（5.7）
（24.7）

（7.9）
（13.7）

実質GDP
（2015年連鎖価格） （2.2）

〈1.8〉
（▲0.8）

〈▲0.4〉
（▲1.7）

〈0.6〉
（7.3）

〈▲0.8〉
（1.2）

〈1.0〉
（0.4）

〈▲0.1〉
（0.4）

名目GDP
（1.2）

〈1.4〉
（▲0.6）

〈▲0.7〉
（▲1.8）

〈0.4〉
（6.1）

〈▲1.1〉
（0.0）

〈0.3〉
（▲0.9）

〈0.2〉
（▲0.1）

注：〈　〉内は季節調整済み前期比、（　）内は前年（同期（月））比。

（2022年6月15日現在）
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●米　国●
2021年 2021年 2022年 2022年

7～ 9 10～ 12 1～ 3 3月 4月 5月
鉱工業生産

（5.5）
〈0.8〉
（5.5）

〈0.9〉
（4.4）

〈2.0〉
（5.4）

〈0.9〉
（5.4）

〈1.1〉
（6.4）

設備稼働率 75.4 75.8 76.3 77.7 78.2 79.0
小売売上高

（19.7）
〈0.0〉
（15.2）

〈2.3〉
（17.3）

〈3.2〉
（12.5）

〈1.2〉
（7.1）

〈0.7〉
（7.8）

〈▲0.3〉
（8.1）

失業率（除く軍人、％） 5.4 5.1 4.2 3.8 3.6 3.6 3.6
非農業就業者数（千人）
（前期差、前月差）

3,956 1,695 1,759 1,731 398 436 390

消費者物価指数
（4.7）

〈1.6〉
（5.3）

〈1.9〉
（6.7）

〈2.2〉
（8.0）

〈1.2〉
（8.5）

〈0.3〉
（8.3）

〈1.0〉
（8.6）

2021年 2020年 2021年 2022年
10～ 12 1～ 3 4～ 6 7～ 9 10～ 12 1～ 3

実質GDP
（連鎖ウエート方式） （5.7）

｛4.5｝
（▲2.3）

｛6.3｝
（0.5）

｛6.7｝
（12.2）

｛2.3｝
（4.9）

｛6.9｝
（5.5）

｛▲1.5｝
（3.5）

経常収支（億ドル、年率）
名目GDP比

▲8,216
▲3.6

▲7,003
▲3.3

▲7,501
▲3.4

▲7,854
▲3.5

▲8,795
▲3.8

▲8,715
▲3.6

注：｛　｝内は季節調整済み前期比年率、〈　〉内は季節調整済み前期比、
　　（　）内は季節調整済み前年比。ただし、消費者物価指数および暦年の前年比は原数値。

●アジア●
実質GDP成長率（前年比、前年同期比、％）

韓 国 台 湾 香 港 シンガポール タ イ マレーシア インドネシア フィリピン 中 国
2020年 ▲0.7 3.4 ▲6.5 ▲4.1 ▲6.2 ▲5.5 ▲2.1 ▲9.5 2.2
2021年 4.1 6.6 6.4 7.6 1.5 3.1 3.7 5.7 8.1

2020年10～12月 ▲0.9 5.3 ▲3.6 ▲0.9 ▲4.2 ▲3.3 ▲2.2 ▲8.2 6.4
2021年1～ 3月 2.2 9.2 8.0 2.0 ▲2.4 ▲0.5 ▲0.7 ▲3.8 18.3

4～ 6月 6.2 7.8 7.6 15.8 7.7 15.9 7.1 12.1 7.9
7～ 9月 4.0 4.4 5.4 7.5 ▲0.2 ▲4.5 3.5 7.0 4.9

10～ 12月 4.2 5.3 4.7 6.1 1.8 3.6 5.0 7.8 4.0
2022年1～ 3月 3.0 3.1 ▲4.0 3.7 2.2 5.0 5.0 8.3 4.8

貿易収支（100万米ドル）
韓 国 台 湾 香 港 シンガポール タ イ マレーシア インドネシア フィリピン 中 国

2020年 44,865 58,978 ▲43,765 45,132 25,478 43,906 21,623 ▲24,597 523,990
2021年 29,307 64,885 ▲44,138 50,765 3,573 60,914 35,332 ▲43,226 676,859

2021年3月 3,948 3,575 ▲3,473 5,793 915 5,891 1,567 ▲2,759 11,761
4月 335 6,058 ▲4,090 4,064 472 4,941 2,286 ▲3,098 40,848
5月 2,815 6,085 ▲3,279 4,358 997 3,333 2,698 ▲3,180 43,248
6月 4,350 5,125 ▲5,212 3,434 1,152 5,385 1,324 ▲3,400 50,106
7月 1,785 5,888 ▲4,502 2,749 183 3,273 4,123 ▲3,677 55,872
8月 1,584 3,461 ▲3,379 5,406 ▲1,216 5,072 4,748 ▲3,522 59,159
9月 4,278 6,441 ▲5,448 4,491 610 6,270 4,371 ▲3,999 68,056
10月 1,813 6,113 ▲3,916 4,216 ▲370 6,319 5,736 ▲4,022 84,854
11月 2,973 5,852 ▲1,490 4,456 1,019 4,537 3,516 ▲4,711 71,829
12月 ▲426 5,771 ▲4,200 3,568 ▲354 7,359 1,008 ▲5,273 94,147

2022年1月 ▲4,746 5,012 853 3,565 ▲2,526 4,431 963 ▲4,716 84,540
2月 900 5,825 ▲4,117 5,235 123 4,733 3,834 ▲4,172 30,211
3月 193 4,917 ▲4,763 3,721 1,459 6,346 4,535 ▲5,007 47,058
4月 ▲2,465 4,907 ▲4,665 3,111 ▲1,908 5,518 7,565 ▲4,773 51,119
5月 ▲1,710 2,405 78,754
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